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市ホームページで選挙に関する情報を見ることができます。

　
第
24
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
が
、
６
月
22
日
に
公
示
さ
れ
、
７
月
10
日
に
投
開
票
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
今
回
か
ら
、
選
挙
権
年
齢
が
18
歳
以
上
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。
若
い
世
代
の
人
も
、
貴
重
な
一
票
を
投
じ
ま
し
ょ
う
。

　

参
議
院
議
員
通
常
選
挙
は
、
６
年
間

の
任
期
の
満
了
に
伴
い
、
３
年
ご
と
に

半
数
ず
つ
改
選
す
る
選
挙
で
す
。

選
挙
権
年
齢
が
18
歳
以
上
に

　

将
来
を
担
う
若
い
世
代
の
声
を
こ
れ

ま
で
以
上
に
政
治
に
取
り
入
れ
る
た

め
、
選
挙
権
年
齢
が
現
在
の
20
歳
以
上

か
ら
18
歳
以
上
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま

す
。
詳
細
は
、
総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
18
歳
選
挙
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

HPhttp://w
w
w
.soum

u.go.jp/18se
nkyo/投

票
は
２
種
類

「
選
挙
区
」
と
「
比
例
代
表
」

　

投
票
は
、「
選
挙
区
」
と
「
比
例
代
表
」

の
２
種
類
で
す
。

投
票
で
き
る
人

　

次
の
要
件
を
満
た
す
人
で
す
。

年
齢

　

投
票
日
当
日
、
満
18
歳
以
上
（
平
成

10
年
７
月
11
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
）

住
所

　

登
録
基
準
日
（
公
示
日
の
前
日
と
な

る
６
月
21
日
）
の
３
カ
月
前
（
３
月
21

日
）
ま
で
に
市
内
に
住
民
登
録
し
、
引

き
続
き
３
カ
月
以
上
住
民
基
本
台
帳
に

記
載
さ
れ
、
帯
広
市
の
選
挙
人
名
簿
に

登
録
さ
れ
て
い
る
人

【
登
録
基
準
日
の
３
カ
月
前
の
翌
日（
３

月
22
日
）
以
降
に
帯
広
市
に
転
入
の
届

け
出
を
し
た
人
】

　

以
前
住
ん
で
い
た
市
区
町
村
の
選
挙

人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人
は
、
そ

の
市
区
町
村
で
期
日
前
投
票
や
当
日
の

投
票
が
で
き
ま
す
。

　

今
回
法
律
が
改
正
さ
れ
、
新
し
く
有

権
者
と
な
る
18
歳
、
19
歳
の
人
が
今
年

の
春
に
引
っ
越
し
て
も
、
旧
住
所
地
に

３
カ
月
以
上
居
住
し
て
い
た
場
合
は
旧

住
所
地
で
投
票
で
き
ま
す
。（
図
）

６
月
22
日
ご
ろ
ま
で
に

投
票
所
入
場
券
を
送
付

　

投
票
所
入
場
券
は
、
公
示
日
で
あ
る

６
月
22
日
㈬
ご
ろ
ま
で
に
、
住
民
票
記

載
の
住
所
に
送
付
し
ま
す
。投
票
に
は
、

本
人
の
投
票
所
入
場
券
が
必
要
で
す
。

【
６
月
中
旬
以
降
に
市
内
転
居
の
届
け

出
を
し
た
人
】

　

転
居
前
の
住
所
に
送
付
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
前
住
所
の

投
票
所
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

【
入
場
券
が
届
か
な
か
っ
た
り
、
紛
失

し
た
場
合
】

　

投
票
で
き
る
要
件
を
満
た
す
人
は
、

投
票
所
で
入
場
券
の
再
交
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
運
転
免
許
証
な
ど

本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
を
持
っ
て
、

投
票
所
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

当
日
の
投
票

◆
投
票
所

　

投
票
所
入
場
券
に
記
載
さ
れ
て
い
る

投
票
所
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
市
内
の
投
票
所
は
、
次
の
頁

の
と
お
り
で
す
。（
表
１
）

◆
投
票
時
間

　

一
部
の
投
票
所
を
除
き
、
７
時
～
20

時
ま
で
で
す
。

投
票
終
了
時
刻
の
１
時
間
繰
り
上
げ

　

第
35
～
40
、
42
、
43
投
票
所
は
、
投

票
終
了
時
刻
を
１
時
間
繰
り
上
げ
て
、

19
時
ま
で
で
す
。

◆
投
票
の
仕
方

　

受
け
付
け
終
了
後
、最
初
に
選
挙
区
、

次
に
比
例
代
表
の
投
票
を
行
い
ま
す
。

◆
目
の
不
自
由
な
人
の
点
字
投
票

　

投
票
所
に
点
字
器
が
あ
り
ま
す
。
投

票
所
係
員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

◆
体
が
不
自
由
な
人
な
ど
の
代
理
投
票

　

投
票
所
ま
で
は
来
た
が
、
体
が
不
自

由
で
自
ら
投
票
で
き
な
い
人
な
ど
は
、

投
票
所
係
員
が
補
助
員
と
し
て
立
ち
会

い
の
も
と
で
記
載
す
る
代
理
投
票
が
あ

り
ま
す
。
投
票
の
秘
密
は
法
律
に
よ
り

堅
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
安
心
し
て
申

し
出
て
く
だ
さ
い
。

◆
介
助
・
車
い
す
が
必
要
な
場
合

　
投
票
所
係
員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
の
一
票
大
切
に
！

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
市
庁
舎
９
階
、
☎
65
・
４
２
２
２
）

問
い
合
わ
せ

第
24
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙

帯広市選挙管理委員会 検  索

選 挙 区

北海道選挙区の選出議員（３人）
を決める選挙で、候補者名１人
を投票用紙に記入します。

比例代表
全国を一つの選挙区として改選
する４８人の議員を決める選挙
で、政党名または候補者名（１
党または１人）のいずれかを投
票用紙に記入します。

図　住所要件

投票の流れ

A市
（旧住所地）

A市
（旧住所地）3カ月以上居住

平成28年春・引っ越し 平成28年夏

3カ月
B市

（新住所地）
参議院
選挙

新住所地に引っ越してから
3カ月経過しなければ、
新住所地では投票できない。

3カ月経過していれば、
新住所地で投票できる。

旧住所地に3カ月以上
居住していれば、
旧住所地で投票可能！

期間／6月23日（木）～7月9日（土）
時間／8時30分～20時
場所／市庁舎3階 大会議室

期日前
投票

・他市区町村での投票
・病院などの指定施設での投票
・郵便などによる不在者投票

不在者
投票

第24回参議院議員通常選挙

帯広市で投票
・登録基準日（6月21日）の3カ月前（3月21日）
までに市内に住民登録し、引き続き3カ月以上
住民基本台帳に記載され、帯広市の選挙人名
簿に登録されている人

投票所入場券の送付（6月22日ごろまでに）
住民票記載の住所にはがきを送付します。1枚のはがきに2人分までの入場券を記載してい
ます。選挙人が3人以上の世帯には、複数枚のはがきが届きます。

登録基準日（6月21日）の3カ月
前の翌日（3月22日）以降に転入
の届け出をした人で前住所地に3
カ月以上居住していた人

以前住んでいた市区町村
で投票

投票所で投票（7時～20時、一部19時まで）
投票所入場券に記載の投票所で投票します。
目や体が不自由な人の投票制度があります。

点字投票
代理投票

当
て
は
ま
ら
な
い

場
合

できない場合できない場合できる場合できる場合 ←投票日に投票が→

投票日当日、満18歳以上（平成10年7月11日までに生まれた人)投票できる人

7月10日（日）
投票日

投票１

投票２



◆9 ◆ 広報おびひろ 平成28年７月号

投
票
日
に
投
票
所
で

投
票
で
き
な
い
場
合

　

期
日
前
投
票
や
不
在
者
投
票
を
利
用

し
て
く
だ
さ
い
。

◆
期
日
前
投
票

　

投
票
日
当
日
に
仕
事
や
旅
行
な
ど

で
、
投
票
に
行
け
な
い
人
は
、
期
日
前

投
票
が
で
き
ま
す
。

　

投
票
所
入
場
券
を
持
っ
て
、
市
庁
舎

の
期
日
前
投
票
所
へ
お
越
し
く
だ
さ

い
。
入
場
券
裏
面
に
印
刷
し
て
い
る

期
日
前
投
票
宣
誓
書
を
あ
ら
か
じ
め
記

入
し
て
お
く
と
、
よ
り
簡
単
に
受
け
付

け
が
で
き
ま
す
。

期
間　

６
月
23
日
㈭
～
７
月
９
日
㈯

時
間　

８
時
30
分
～
20
時

場
所　

市
庁
舎
３
階
大
会
議
室

※
車
で
来
庁
す
る
人
は
、
市
庁
舎
南
側

来
客
用
駐
車
場
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
不
在
者
投
票

○
他
市
区
町
村
で
投
票
す
る
方
法

　

仕
事
や
旅
行
な
ど
で
選
挙
の
期
間
中

に
帯
広
市
以
外
に
滞
在
す
る
人
は
、
滞

在
先
の
市
区
町
村
に
あ
る
選
挙
管
理
委

員
会
の
不
在
者
投
票
所
で
投
票
で
き
ま

す
。

　

入
場
券
裏
面
の
不
在
者
投
票
宣
誓
書

（
兼
請
求
書
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

直
接
ま
た
は
郵
便
で
投
票
用
紙
な
ど
の

必
要
な
書
類
を
請
求
し
ま
す
。
手
続
き

に
日
数
を
要
し
ま
す
の
で
早
め
に
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
指
定
施
設
で
投
票
す
る
方
法

　

不
在
者
投
票
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た

病
院
・
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
入
院
（
入

所
）
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
施
設
内

で
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

　

詳
細
は
入
院
（
入
所
）
し
て
い
る
施

設
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票

　

要
件
に
該
当
す
る
人
は
、
郵
送
な
ど

に
よ
る
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。（
表

２
）

手
続
き

　

郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票
制
度

を
利
用
す
る
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
郵

便
等
投
票
証
明
書
」
の
交
付
を
申
請
す

る
必
要
が
あ
る
の
で
、
希
望
す
る
人
は

早
め
に
市
選
挙
管
理
委
員
会
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

代
理
記
載
制
度

　

郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票
の
対

象
者
で
、
自
ら
記
載
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
上
肢
ま
た
は
視
覚
の
障
害
の
程
度

が
１
級
（
戦
傷
病
者
手
帳
の
場
合
は
特

別
項
症
か
ら
第
２
項
症
）の
人
の
た
め
、

代
理
記
載
人
が
記
載
で
き
る
「
代
理
記

載
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

◆
在
外
投
票

　

海
外
に
住
ん
で
い
る
人
が
、
現
地
で

国
政
選
挙
に
投
票
で
き
る
制
度
で
す
。

在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る

人
は
選
挙
区
・
比
例
代
表
と
も
投
票
で

き
ま
す
。

選
挙
公
報
を
配
布
し
ま
す

　

候
補
者
や
政
党
の
政
見
な
ど
を
掲
載

し
た
選
挙
公
報
を
、
各
家
庭
に
配
布
し

ま
す
。
投
票
日
の
２
日
前
ま
で
に
届
か

な
い
場
合
は
、
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
や
福
祉
セ

ン
タ
ー
な
ど
に
も
設
置
し
ま
す
。

開
票
作
業
と
投
・
開
票
の
速
報

◆
21
時
か
ら
即
日
開
票
し
ま
す

　

開
票
作
業
は
、
市
の
選
挙
人
名
簿
に

登
録
さ
れ
て
い
る
人
な
ら
ど
な
た
で
も

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

日
時　

7
月
10
日
㈰
、
21
時
～

場
所　

総
合
体
育
館
（
大
通
北
１
）

◆
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
投
開
票
状
況
を

速
報
し
ま
す

Ｕ
Ｒ
Ｌ

　

http://w
w
w
.city.obihiro.hokk

aido.jp/

投
票
速
報

　

８
時
か
ら
１
時
間
ご
と
の
投
票
率

開
票
速
報

　

22
時
か
ら
お
お
む
ね
15
分
お
き
の
得

票
数
（
選
挙
区
の
み
）

表１ 投票所一覧表

表２　郵便投票対象者
下記に該当する者として各種手帳などの交付を受けている人

投票
区 投　票　所　名 所　在　地 繰り

上げ
投票
区 投　票　所　名 所　在　地 繰り

上げ

1 市民活動プラザ六中 東11条南９丁目１番地 27 緑南福祉センター 南町18番地１

2 東小学校 東７条南２丁目１番地 28 稲田小学校 西15条南39丁目１番１号

3 柏小学校 東８条南11丁目１番地 29 西小学校 西23条南１丁目83番地

4 総合体育館 大通北１丁目１番地 30 西10号会館 西21条南２丁目32番19号

5 東コミュニティセンター 東７条南９丁目１番地 31 大空小学校 大空町３丁目16番地

6 帯広保育所 東３条南11丁目13番地 32 大空会館 大空町12丁目２番地

7 北栄小学校 西７条南１丁目２番地 33 啓北コミュニティセンター 西13条北２丁目１番地

8 開西小学校 西22条南３丁目３番地 34 川西農業者研修センター 川西町西２線59番地

9 第一中学校 西13条北７丁目１番地 35 富士農業センター 富士町西３線53番地２ ■

10 帯広小学校 西８条南５丁目１番地 36 上帯広農業センター 上帯広町西１線73番地157 ■

11 光南小学校 東５条南20丁目１番地 37 清川農業センター 清川町西１線126番地39 ■

12 おひさま保育園 東１条南23丁目２番地 38 広野農業担い手センター 広野町西２線150番地４ ■

13 花園小学校 公園東町２丁目３番地 39 戸蔦林業センター 上清川町西１線183番地 ■

14 鉄南コミュニティセンター 西２条南24丁目16番地 40 愛国農業センター 愛国町基線39番地33 ■

15 第四中学校 西５条南25丁目１番地 41 大正農業者トレーニングセンター 大正本町西１条１丁目１番地

16 豊成小学校 稲田町東１線７番地 42 以平農業センター 以平町西８線12番地９ ■

17 中央福祉センター 西7条南12丁目11番地 43 泉連合会館 泉町西10線62番地15 ■

18 緑丘小学校 西14条南17丁目２番地 44 広陽小学校 西19条南３丁目20番３号

19 南町中学校 西17条南35丁目１番１号 45 ときわの森保育所 西16条南５丁目22番５号

20 南コミュニティセンター 西10条南34丁目１番地30 46 西陵中学校 西18条南２丁目２番地

21 栄保育園 西17条北２丁目30番24号 47 明和小学校 西19条南４丁目24番地

22 栄小学校 西17条北１丁目44番29号 48 森の里小学校 西22条南４丁目３番地

23 啓西小学校 柏林台中町４丁目１番地 49 自由が丘福祉センター 自由が丘３丁目６番地１

24 緑西コミュニティセンター 西17条南４丁目30番４号 50 森の交流館・十勝 西20条南６丁目１番地２

25 第五中学校 西16条南４丁目29番42号 51 つつじが丘福祉センター 西24条南３丁目40番地１

26 若葉小学校 西17条南６丁目１番地 ■は、投票所閉鎖時刻が1時間繰り上げられる投票所（投票時間：7時～19時）

身体
障害者
手帳

障害名
障害の程度

１級 ２級 ３級

両下肢、体幹、移動機能 ○ ○ 対象外

心臓、じん臓、呼吸器
ぼうこう、直腸、小腸 ○ － ○

免疫、肝臓 ○ ○ ○

戦傷
病者
手帳

障害名
障害の程度

特別項症 第１項症 第２項症 第３項症

両下肢、体幹 ○ ○ ○ 対象外

心臓、じん臓、呼吸器
ぼうこう、直腸、小腸

肝臓
○ ○ ○ ○

介護保険の
被保険者証

要介護状態区分

要介護５

人権困りごとなんでも相談専用ダイヤルをご利用ください　日いずれも月～金曜日（年末年始、祝日を除く）、8時30分～17時15分　みんなの人権110番�☎
0570・003・110　子どもの人権110番�　�0120・007･110　女性の人権ホットライン�☎0570・070･810　問釧路地方法務局人権擁護課（☎0154･31･5014）
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